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 会員の入会手続き、会費等に関する規程  

 

 

第１条（目的） 

この規程は、公益社団法人日本パワーリフティング協会（以下「本協会」という。）

の定款第６条の規定に基づく会員の入会手続き、定款第７条に基づく入会金及び会費、

定款第８条の規定に基づく会員の退会手続き等について必要な事項を定めるもので

ある。 

 

第２条（適用範囲） 

１ この規程の対象は、定款第５条第１項第１号に規定される正会員とする。 

２ 定款第５条第１項第３号に規定される賛助会員の入会手続き等については、賛助会

員規程によるものとする。 

 

第３条（国籍条件） 

１ 前条第１項に規定する正会員は、日本国籍を有する者とする。 

２ 本協会は、前条第１項に規定する正会員及び正会員として入会を希望する個人又は

団体（以下、総称して「入会希望者」という。）の国籍内容を確認するために、必要

により、いつでも必要な書類の提出を求めることができる。 

 

第４条（入会の手続き） 

１ 定款第５条第１項第１号（ウ）に規定される正会員として入会を希望する個人は、

本協会会長あてに本協会が定める様式の次の書類を提出し、理事会及び社員総会の承

認を得なければならない。 

（１）入会申請書 

（２）経歴書 

（３）２名の正会員の推薦状 

２ 定款第５条第１項第１号（ア）及び（イ）に規定される正会員として入会を希望す

る団体は、本協会会長あてに次の書類を提出し、理事会及び社員総会の承認を得なけ

ればならない。 

（１）入会申請書 

（２）団体規約又は事業概要 

（３）役員名簿 

 

３ 前２項において、提出された書類に不備があった場合、本協会は、入会希望者に対

し、期間を定めて再提出を求めることとし、指定した期日までに提出されなかった場
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合、入会申請はなかったこととする。 

 

第５条（資格審査条件） 

 理事会は、前条の規定による正会員の入会申請があった場合又は第７条第４項で規定

する継続申請があった場合、入会又は継続の可否につき、第３条に規定する条件のほ

か、次の条件により決定する。 

（１）本協会の除名処分、解任処分、永久追放処分を受けた者でないこと 

（２）本協会の期間を定めた処分を受けた者の場合、その期間経過後２年間を経過

していること 

（３）本協会の活動目的・方針に賛同するとともに、事業活動に協力し支援する会

員としてふさわしいと認められる個人、法人又は法人でない団体であるこ

と 

 

第６条（資格審査の結果通知） 

本協会は、入会の可否に関する結果を入会希望者に通知する。 

 

第７条（有資格期間及び継続申請） 

１ 入会した正会員の有資格期間は、毎年度４月１日から翌年３月３１日までの１年間

とする。 

２ 年度の途中で入会した場合の期間は、入会した年度の年度末３月３１日までとする。 

３ 有資格期間中において、第４条第２項第２号で規定される団体の規約、役員名簿等

が変更になった場合、新たに本協会の会長あてに提出しなければならない。 

４ 正会員のうち、入会資格の継続を希望する者は、毎年度４月末日までに、別に定め

る所定の書類を本協会に提出しなければならない。 

 

第８条（入会金）  

１ 定款第７条に規定する本協会の入会金は、１００，０００円とする。 

２ 第６条の規定に基づいて入会を認められた入会希望者は、指定された期日までに入

会金及び次条の年度会費を本協会に納入しなければならない。期日までに、入会金及

び年度会費の全額が納入されなかった場合、入会に関する理事会の承認は取り消され、

入会の申請は初めからなかったものとする。 

 

第９条（年度会費） 

１ 定款第７条に規定する正会員会費（年度会費）は、年額５０，０００円とする。 

２ 前項の年度会費は、毎年度４月末日までに別に定める所定の方式で納めなければな

らない。 
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３ 理事会は、会員から所定の書類を受理した場合、当該会員に対して、資格継続の可

否についての結果を通知する。 

４ 前各項の規定にかかわらず、定款第５条第１項第１号ア及びイに規定する正会員に

ついては、当該正会員が代表する団体が加盟団体規程第９条第１項に基づき納付する

加盟団体登録費の納付をもって、本条第１項に定める年度会費の納入があったものと

みなす。 

 

第１０条（退会） 

１ 会員が年度の途中で退会しようとする場合、記名及び捺印をした退会届を本協会会

長あてに提出しなければならない。  

２ 会員が年度の途中で退会する場合、既に納付済みの入会金及び年度会費は、理由の

如何に関わらず、返還等の措置は一切行わない。 

 

第１１条（協議事項）  

この規程に明記のない事項又は疑義のある事項については、理事会において協議の

上、解決を図るものとする。  

 

第１２条（規程の改廃）  

この規程の改廃は、理事会にて決議する。ただし、第８条第１項及び第９条第１項

に規定する金額の改定は理事会で審議し、社員総会にて決議する。 

 

 ＜附則＞ 

１ この規程は、平成３０年１２月１４日に制定し、同年８月１６日に遡って施行する。 

２ この規程は、令和２年６月１３日に改訂し、同日より施行する。 

３ この規程は、令和３年１０月３０日に改訂し、同日より施行する。 

４ この規程は、令和８年５月１５日に改訂し、同日より施行する。 

 


